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１ 

変更概要 

１ 工 事 件 名  港区立赤坂中学校等整備工事

２ 契約の相手方  大成・谷沢・大勝建設共同企業体 

３ 履 行 期 間  平成３１年３月１３日から

令和 ５年８月１１日まで

４ 変更年月日  令和元年８月７日

５ 変更内容 

契約金額（税込み） 

変更前    ９，１６９，２００，０００円 

変更後    ９，２２２，４１８，０００円 

増あ額       ５３，２１８，０００円 

６ 変更理由 

国からの要請を受け、平成３１年３月から適用する公共工事設計労務 

単価に対応する特例措置を行うことによる変更 



２ 

港区における特例措置について 

国は、平成３１年２月２２日に、労働市場の実勢価格を適切に反映するとともに、

社会保険への加入徹底の観点から、「平成３１年３月から適用する公共工事設計労務単

価」（以下「新労務単価」という。）を公表し、「平成３０年３月から適用する公共工事

設計労務単価」（以下「旧労務単価」という。）に基づく契約を、新労務単価に基づく

契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができるよう特例措置

を定め、各自治体においても、国の取組を参考として、適切な運用に努めるよう要請

がありました。

港区では、この要請を踏まえ、技能労働者の適正な賃金水準確保の観点から、新労

務単価の運用に係る特例措置を定め、この措置により、受注者は工事請負契約書約款

の規定に基づき、旧労務単価に基づく契約を新労務単価に基づく契約に変更するため

の契約金額の変更の協議を請求することができるようにしました。

（特例措置の概要）

１ 対象工事

  平成３１年３月１日以降に契約を行う工事請負契約のうち、旧労務単価を適用し

て予定価格を積算しているもの。ただし、変更協議が整う以前に、支払手続済みの

ものは対象外とします。

２ 特例措置の内容

受注者は、工事請負契約書約款第５４条の規定により、旧労務単価に基づく契約

を、新労務単価に基づく契約に変更するための契約金額変更の協議を請求すること

ができます。

（参考） 第５４条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注

者受注者協議して定める。

３ 契約金額の変更

協議による変更後の契約金額は、次の計算式により算出します。

変更後の契約金額＝Ｐ(新)×ｋ
Ｐ(新)：新労務単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
ｋ ：当初契約の落札率


